
傷病名記載上の注意点
※ 診療の都度、医学的に妥当適切な病名を診療録に記載する。
※ いわゆるレセプト病名をつけるのではなく、必要があれば摘要欄に注記を行う。
※ 医学的に妥当な病名を主治医自らがつけること。
※ 炎症の場合、急性・慢性の区別を記載して下さい。（記載が無い場合、保険では急性と判断され
ます）

※ 腫瘍の場合、良性・悪性の区別を記載して下さい。（記載が無い場合、保険では良性と判断され
ます）
例）精巣腫瘍とあれば、良性腫瘍扱いとなりますので、腫瘍マーカーは算定できません。
※ 病名は原則として傷病名コードに記載されたものを用いる
※ 傷病名欄に症状・病態・徴候等はできる限り使用しないで下さい。（傷病名コードがあっても）
例：排尿困難、尿閉、頻尿、夜間頻尿、不安定膀胱、血尿、高PSA血症、発熱、ED、勃起障害

等
※ 転帰欄には、治癒・中止・死亡を記載し日付も記載して下さい。

記載要領に転帰の日付の記載は、ありませんが、元社会保険事務局（現厚生局）では記載を指導
していますのでご協力下さい。

※ 急性炎症は、早期に治療をして転帰を記載して下さい。（3ヶ月を越る急性炎症→返戻）
※ 疑い病名は、早期に診断をして転帰を記載して下さい。（3ヶ月を越る疑い病名→返戻。但し、
前立腺癌の疑いを除く）

※ 左右の区別を記載して下さい。（記載が無い場合、返戻されます）
※ 両側という接頭語はできる限り使用しないで下さい。
例：両側腎結石症→右腎結石症、左腎結石症

◆ 特殊ケース（いずれのケースも病名ならびに術名に左右の区別がある場合です。両側という場合
は、判断しにくい場合があり、保険者から疑義申請されることもありますので使用を控えて下さ
い。）

1．右D-Jカテーテル留置＋左D-Jカテーテル抜去の場合
K783―2経尿道的右尿管ステント留置術（3，400点）＋K783―3経尿道的左尿管ステント抜去
術（1，300点）が算定できます。

2．左D-Jカテーテル留置＋右D-Jカテーテル抜去の場合
K783―2経尿道的左尿管ステント留置術（3，400点）＋K783―3経尿道的右尿管ステント抜去
術（1，300点）が算定できます。

3．右D-Jカテーテル留置＋左D-Jカテーテル留置の場合
K783―2経尿道的右尿管ステント留置術（3，400点）＋K783―2経尿道的左尿管ステント留置
術（3，400点）が算定できます。

4．右D-Jカテーテル抜去＋左D-Jカテーテル抜去の場合
K783―3経尿道的右尿管ステント抜去術（1，300点）＋K783―3経尿道的左尿管ステント抜去
術（1，300点）が算定できます。

算定不可例
1．K783―2経尿道的尿管ステント留置術（3，400点）またはK783―3経尿道的尿管ステント抜
去術（1，300点）当日のD317膀胱尿道ファイバースコピー（950点）又はD317―2膀胱尿道鏡
検査（890点）とD318尿管カテーテル法（1，200点）は算定できません。
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